
囲
（土 地区画 整理審議会 の設置）

第 ５６条 都道府 県又は 市町村が第 ３条第 ４項の規 定により 施行す る土地区画整理事 業

ご と に、 都 道 府 県 又 は 市 町 村 に、 土 地 区 画 整 理 審 議 会 （以 下 本 節 に お いて 「審 議 会」

と い う。 ） を 置 く。

２ 施 行 地 区 を 工 区 に 分 け た 場 合 に お い て は、 審 議 会 は、 工 区 ごと に置 く こ と が で き る。

３ 審 議 会 は、 換 地 計 画、
仮 換 地 の 指 定及 び 減 価 補 償 金 の 交 付 に 関 す る 事 項 に っ い て こ

の 法 律 に 定 め る 権 限 を 行 う。

４ 審 議 会 は、 そ の 任 務 を 終 了 した 場 合 に お い て は、 廃 止 さ れ る も の と する。

幽
審議会 は、 換 地計画、 仮換 地の指 定及び滅 価補償 金の 交付に 関する事 項に

つ い て、 こ の 法 律 に 定 め る 権 限 を 行 う。

注 １ 審 議 会 の 権 限 と し て、 法 に は 次 の 通 り 定 め て あ る。

（１） 審 議会の 意見を聞 かな けれ ばならない 事項

（イ） 換地計画の 作成及び 縦覧 に供され た換地計 画につ いて の意見書 の審

査 （法 ８８－６）。 換地計 画の変 更及び 縦覧に供 された換地 計画の変 更に

つ い て の 意 見 書 の 審 査 （法 ９７－３）。

（口） 仮 換 地 の 指 定 （法９８－３）。

（ハ） 減 価 補 償 金 の 交 付 額 の 決 定 （法 １０９－２）。

（２） 審 議会の 同意を得 なけれ ばな らない事 項

（イ） 評 価 員 の 選 任 （法 ６５－１）。

（口） 保 留 地 の 決 定 （法 ９６－３）。

（ハ） 換 地 計 画 に お い て 特 別 の 宅 地 に つ い て 特 別 の 定 を す る 場 合（法 ９５－７）。

（二） 宅 地 地 籍 の 適 正 化 の た め の 過 小 宅 地 の 基 準 と な る 地 積 決 定（法 ９１－２）。

（ホ） 借 地 地 積 の 適 正 化 の た め の 決 定 （法 ９２－３，４）。

（へ） 換 地及 び 借 地 権 の 立 体 化 に 関 す る 決 定 （法 ９３－１，２）。

注 ２ 審 議 会 の 権 限 の う ち、 意 見 を 聞く 事 項 と、 同 意 を 要 す る 事 項 と に 分 け

ら れ て い る こ と につ い て 注 意 を 要 す る。 意 見 を 聞く 事 項 も、 実 際 間 題 と し

て は、 審 議 会 の 同 意 を 得 て 決 定 さ れ る も の で あ る が、 審 議 会 の 意 見 が 著 し

く 公正 を欠く よ うな場合 は、 審 議会の 意見 に反 する決 定もな し得る ものと

解 す べ き で あ ろ う。
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第 １ 章 総 則

（趣 旨）

第 。 条 こ の 規 程 は、 土 地 区 画 整 理 法 （昭 和 ・ ・ 年 法 律 第 １ １ ９ 乱 以

下 ｒ法」 と い う。 ） 第 ・ 条 第 ・ 項 の 規 定 に よ １・ 富 士 見 市 （以 下 『施

行 者」 と い う。 ） が 施 行 す る 鶴 瀬 駅 酉 口 地 区 の 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施

行 に 関 し、 法 第 ・ ・ 条 第 ・ 項 に 規 定 す る 事 項 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め

る も の と す る。

（事 業 の 名 称）

第 。 条 前 条 の 土 地 区 画 整 理 事 業 （以 下 ｒ事 業」 と い う。 ） の 名 称 は・

富 士 見 都 市 計 画 事 業 鶴 瀬 駅 酉 口 土 地 区 画 整 理 事 業 と い ㍉



（施 行 地 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称）

第 ３ 条 事 業 の 施 行 地 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称 は、 次 の と お り と す る。

富 士 見 市 大 字 鶴 馬 字 貝 戸、 字 名 シ 久 保、 字 下 郷 及 ぴ 字 中 下 郷 の 各 一 部

（事 業 の 範 囲）

第 ４ 条 事 業 の 範 囲 は、 法 第 ２ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 土 地 区 画

整 理 事 業 と す る。

（事 務 所 の 所 在 地）

第 ５ 条 事 業 の 事 務 所 は、 富 士 見 市 大 字 鶴 馬 ３ ５ ０ ５ 番 地 １ に 置 く。

第 ２ 章 費 用 の 負 担

（費 用 の 負 担）

第 ６ 条 事 業 に 要 す る 費 用 は、 次 の 各 号 に 定 め る も の を 除 き、 施 行 者 が

負 担 す る。

（１） 法 第 ９ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 定 め る 保 留 地 の 処 分 金

（２） 法 第 １ ２ ０ 条 の 規 定 に よ る 公 共 施 設 管 理 者 負 担 金

（３） 法 第 １ ２ １ 条 の 規 定 に よ る 国 庫 補 助 金

第 ３ 章 保 留 地 の 処 分 方 法

（保 留 地 の 処 分）

第 ７ 条 法 第 ９ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 定 め た 保 留 地 の 処 分 は、 抽 せ ん

に よ り 行 う。

２ 施 行 者 は、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず、 特 に 必 要 が あ る と 認 め た と き

は、 一 般 競 争 入 札、 指 名 競 争 入 札 又 は 随 意 契 約 に よ る こ と が で き る。

（保 留 地 の 処 分 価 格）



第 ８ 条
．

保 留 地 は、
施 行 者 が そ の 位 置、

地 積 、
土 質、 水 利、 利 用 状 況、

環 境、 近 傍 類 地 の 敢 引 価 格 等 を 総 合 的 に 考 慮 し、 評 価 員 の 意 見 を 聴 い

て 定 め た 予 定 価 格 を 下 ら な い 価 格 を も っ て 処 分 す る も の と す る。

２ 施 行 者 は、 経 済 的 変 動 そ の 他 の 事 由 に よ り 必 要 が あ る と 認 め る と き

は、 評 価 員 の 意 見 を 聴 い て、 前 項 の 規 定 に よ り 定 め た 予 定 価 格 を 変 更

す る こ と が で き る。

第 ４ 章 土 地 区 画 整 理 審 議 会

（土 地 区 画 整 理 審 議 会 の 設 置）

第 ９ 条 事 業 を 施 行 す る た め、 富 士 見 都 市 計 画 事 業 鶴 瀬 駅 西 口 土 地 区 画

整 理 審 議 会 （以 下 「審 議 会」 と い う。 ） を 置 く。

（委 員 の 定 数）

第 １ ０ 条 審 議 会 の 委 員 （以 下 ｒ委 員」 と い う。 ） の 定 数 は、 １ ０ 人 と

す る 。

２ 前 項 に 規 定 す る 委 貝 の 定 数 の う ち、 法 第 ５ ８ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り

施 行 者 が 事 業 に つ い て 学 識 経 験 を 有 す る 者 か ら 選 任 す る 委 員 の 定 数 は、

２ 人 と す る。

３ 第 １ 項 に 規 定 す る 委 員 の 定 数 の う ち、 法 第 ５ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 施 行 地 区 内 の 宅 地 の 所 有 者 （以 下 「宅 地 所 有 者」 と い う。 ） 及 び 施

行 地 区 内 の 宅 地 に つ い て 借 地 権 を 有 す る 者 （以 下 「借 地 権 者」 と い

う。 ） か ら 各 別 に 選 挙 さ れ る 委 員 の 定 数 は、 土 地 区 画 整 理 法 施 行 令

（昭 和 ３ ０ 年 政 令 第 ４ ７ 号。 以 下 「令」 と い う。 ） 第 ２ ２ 条 第 ４ 項 の

規 定 に よ り 施 行 者 が 別 に 公 告 す る。



（委 員 の 任 期）

第 １ １ 条 委 員 の 任 期 は、
５ 年 と す る。

２ 前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 定 数 に 異 動 を 生 じ た た め、 新 た に 選 挙 又 は 選

任 さ れ た 委 員 の 任 期 は、 既 に 選 挙 又 は 選 任 さ れ て い る 委 員 の 任 期 満 了

の 日 ま で と す る。

（立 侯 補 制）

第 １ ２ 条 選 挙 す ぺ き 委 員 は、 侯 補 者 の う ち か ら 選 挙 す る。

２ 令 第 ２ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 確 定 し た 選 挙 人 名 簿 に 記 載 さ れ た 者

（以 下 「選 挙 人」 と い う。 ） は、
令 第 ２ ２ 条 第 １ 項 の 公 告 が あ っ た 貝

か ら １ ０ 同 以 内 に、 立 侯 補 届 を 施 行 者 に 提 出 し て 侯 補 者 と な り、 又 は

他 の 選 挙 人 の 承 諾 を 得 て 立 侯 補 推 薦 届 を 施 行 者 に 提 出 し て そ の 選 挙 人

を 侯 補 者 と す る こ と が で
．
き る。

（予 備 委 員）

第 １ ３ 条 審 議 会 に 宅 地 所 有 者 か ら 選 挙 さ れ る 委 員 及 ぴ 借 地 権 者 か ら 選

挙 さ れ る 委 員 に つ い て の 予 備 委 員 を そ れ ぞ れ 置 く こ と が で き る。

２ 予 備 委 員 の 数 は、 そ れ ぞ れ 宅 地 所 有 者 か ら 選 挙 す べ き 委 員 の 数 又 は

借 地 権 者 か ら 選 挙 す べ き 委 員 の 数 の 半 数 以 内 と す る。

３ 予 備 委 員 は、
委 員 の 選 挙 に お い て、 当 選 人 を 除 い て、 次 条 に 定 め る

数 以 上 の 得 票 を 得 た 者 の う ち 得 票 数 の 多 い 者 か ら 順 次 定 め る も の と し、

得 票 数 が 同 じ で あ る と き は、 施 行 者 が く じ で 順 位 を 定 め る。

４ 前 項 の 規 定 に よ り 予 備 委 員 を 定 め た 場 合 に お い て は、 予 備 委 員 と な

っ た 者 に そ の 旨 を 通 知 す る と と も に 令 第 ３ ５ 条 第 ５ 項 の 公 告 と あ わ せ



て 予 備 委 員 の 氏 名 及 び 住 所 （法 人 に あ つ て は・ そ の 名 称 及 び 主 た る 事

務 所 の 所 在 地） 並 ぴ に 委 則 こ補 充 す べ き 順 位 を 公 告 す る も の と す 糺

。 第 。 項 の 規 定 に よ り 予 備 委 員 と し て 定 め ら れ た 者 は・ 前 即 公 告 が

あ っ た 日 に お い て、 予 備 委 員 と し て の 地 位 を 取 得 す る も の と す る。

。 委 員 に つ い て、 令 第 ・ ・ 条 第 ・ 項 の 規 定 に よ り 当 選 人 を 定 め た 場 合

に お い て、 そ の 当 選 人 と な っ た 者 及 び 既 に 予 備 委 員 で あ る 者 を 除 き・

次 条 に 定 め る 数 以 上 の 得 票 が あ っ た 者 が あ る と き は・ 第 ３ 項 及 ぴ 第 ４

項 の 規 定 に よ り 予 備 委 員 を 新 た に 定 め る こ と が で き る。

。 法 第 。 。 条 の 規 定 に よ り 選 挙 さ れ た 委 員 に 欠 員 を 生 じ た 場 合 に お い

て は、 委 員 に 補 充 す べ き 順 位 に 従 い、 順 次 予 備 委 員 を も っ て 補 充 す る

も の と す る。

（当 選 人 又 は 予 備 委 貝 と な る１三必 要 な 得 票 数）

第 。 。 条 選 挙 に よ る 委 貝 又 は 予 備 委 貝 と な る の に 必 要 な 得 票 数 は・ 当

該 選 挙 に お い て 選 挙 す べ き 委 員 の 数 で そ の 選 挙 に お け る 有 効 投 票 の 総

数 を 除 し て 得 た 数 の ４ 分 の １ と す る。

（委 員 の 補 欠 選 挙）

第 。 。 条 宅 地 所 有 者 か ら 選 挙 さ れ た 委 員 又 は 借 地 権 者 か ら 選 挙 さ れ た

委 員 の 欠 員 が、 そ れ ぞ れ の 定 数 の ・ 分 の ・ を 超 え る に 至 つ た 場 合 に お

い て 補 充 す べ き 予 備 委 員 が な い と き は、 そ れ ぞ れ の 委 員 の 補 欠 選 挙 を

行 う も の と す る。

（学 識 経 験 委 員 の 補 充）

第 。 。 条 学 識 経 験 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 し た 委 員 に 欠 員 を 生 じ た



場 合 に お い て は、 施 行 者 は 速 や か に 補 欠 の 委 貝 を 選 任 す る。

第 ５ 章 地 積 の 決 定 の 方 法

（基 準 地 積 の 決 定）

第 １ ７ 条 換 地 計 画 に お い て 換 地 を 定 め る と き の 基 準 と な る 従 前 の 宅 地

各 筆 の 地 積 （ 以 下 「 基 準 地 積 」 と い う 。 ） は 、 こ の 条 例 の

施 行 の 日

（以 下 「施 行 同」 と い う。 ） 現 在 に お け る 土 地 登 記 簿 上 の 地 積 と す る。

（基 準 地 積 の 更 正 等）

第 １ ８ 条 宅 地 所 有 者 又 は 宅 地 に つ い て 所 有 権 以 外 の 権 利 （処 分 の 制 限

を 含 む。 以 下 次 条 に お い て 同 じ。 ） を 有 す る 者 は、
前 条 の 地 積 が 事 実

に 相 違 す る と 認 め る と き は、 施 行 日 か ら ６ ０ 日 以 内 に、 実 測 図、
地 積

算 出 調 書 及 び 隣 地 境 界 立 合 承 諾 書 を 添 え て、 施 行 者 に 地 積 の 更 正 を 申

請 す る こ と が で き る。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ る と き は、 施 行 者 は、 申 請 人 又 は 中 請 人

及 び 関 係 士 地 所 有 者 の 立 ち 会 い を 求 め て、 当 該 申 請 に 係 る 宅 地 の 地 積

を 確 認 し て、 そ の 基 準 地 積 を 更 正 し な け れ ば な ら な い。

３ 施 行 者 は、 前 条 の 基 準 地 積 が 明 ら か に 事 実 と 相 違 す る と 認 め る 宅 地

及 び 特 に 地 積 に つ い て 実 測 す る 必 要 が あ る と 認 め る 宅 地 に つ い て、 そ

，
の 宅 地 の 所 有 者 及 び そ の 宅 地 に 隣 接 す る 土 地 の 所 有 者 の 立 ち 会 い を 求

め て、 そ の 宅 地 の 地 積 を 実 測 し て、 そ の 基 準 地 積 を 更 正 す る こ と が で

き る
。

４ 施 行 者 は、 施 行 地 区 を 適 当 と 認 め る 区 域 に 分 割 し、 各 区 域 の 宅 地 の



総 地 積 と 基 準 地 積 を 合 計 し た 地 積 と の 間 に 差 異 が あ る 場 合 は・ そ の 差

異 に 係 る 地 積 を そ の 区 域 内 の 次 の 各 号 に 掲 げ る も の を 除 い た 基 準 地 積

に あ ん 分 し て、 基 準 地 積 を 更 正 し な け れ ば な ら な い。

（１） 前 ２ 項 の 規 定 に よ る 実 測 の 結 果 定 ま っ た
．
基 準 地 積

（２） 施 行 日 ま で に、 地 積 更 正 又 は 実 測 を 行 っ た 登 記 簿 地 積

（３） 施 行 地 区 に 分 筆 編 入 し た 基 準 地 積

５ 施 行 日 後 に 分 割 し た 宅 地 の 分 割 後 の 各 筆 の 基 準 地 積 は、 分 割 前 の 宅

地 の 基 準 地 積 を 分 割 後 の 各 筆 の 登 記 さ れ た 地 積 に あ ん 分 し た 地 積 と す

る。
た だ し、

分 割 後 の 宅 地 各 筆 の 所 有 者 全 員 が、
連 署 し た 書 面 を も っ

て こ れ と 異 な る 申 出 を し た 場 合 は、 分 割 前 の 宅 地 の 基 準 地 積 を そ の 申

出 に よ る 割 合 で あ ん 分 し た 地 積 と す る こ と が で き る。

（所 有 権 以 外 の 権 利 の 目 的 と な る 宅 地 の 地 積）

第 。 。 条 換 地 計 剛 こ お い て 換 地 に つ い て 所 有 権 以 外 の 権 利 の 目 的 と な

る べ き 宅 地 又 は そ の 部 分 を 定 め る と き の 基 準 と な る 従 前 の 宅 地 に つ い

て 存 す る 所 有 権 以 外 の 権 利 の 地 積 は、 そ の 登 記 の し て あ る 地 積 （以 下

「登 記 地 積」 と い う。 ） 又 は 法 第 ８ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 に 係

る 地 積 （地 積 の 変 更 に つ い て 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と

き は、
そ の 変 更 後 の 地 積 と す る。 以 下 「申 告 地 積」 と い う。

） と す る。

た だ し、 そ の 登 記 地 積 又 は 申 告 地 積 が 当 該 権 利 の 存 す る 宅 地 の 基 準 地

積 に 符 合 し な い と き は、 施 行 者 が そ の 宅 地 の 基 準 地 積 の 範 囲 内 で 定 め

た 地 積 を も っ て そ の 権 利 の 基 準 地 積 と す る。

第 ６ 章 評 価



（評 価 員 の 定 数）

第 ２ ０ 条 法 第 ６ ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 評 価 員 の 定 数 は、 ３ 人 と す る。

（宅 地 の 評 価）

第 ２ １ 条 従 前 の 宅 地 及 び 換 地 の 価 額 は、 施 行 者 が そ の 位 置、 地 積、
土

質、
水 利、 利 用 状 況、

環 境 等 を 総 合 的 に 考 慮 し、 評 価 員 の 意 見 を 聴 い

て 定 め る。

（権 利 の 評 価）

第 ２ ２ 条 所 有 権 以 外 の 権 利 （地 役 権 を 除 く。 以 下 同 じ。 ） の 存 す る 宅

地 に つ い て の 所 有 権 及 び 所 有 権 以 外 の 権 利 の 価 額 は、 当 該 宅 地 の 価 額

に そ れ ぞ れ の 権 利 価 格 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る。

２ 前 項 の 権 利 価 格 の 割 合 は、 施 行 者 が 前 条 の 価 額、
賃 貸 料、 位 置、 土

質、 水 利、
利 用 状 況、 環 境 等 を 総 合 的 に 考 慮 し、 評 価 員 の 意 見 を 聴 い

て 定 め る。

第 ７ 章 清 算

（清 算 金 の 算 定）

第 ２ ３ 条 換 地 計 画 に お い て 定 め る 清 算 金 の 額 は、 従 前 の 宅 地 の 価 額 の

総 額 に 対 す る 換 地 の 価 額 総 額 の 比 を 従 前 の 宅 地 又 は そ の 上 に 存 す る 権

利 の 価 額 に 乗 じ て 得 た 額 と 当 該 宅 地 に 対 す る 換 地 又 は そ の 換 地 に つ い

て 定 め ら れ た 権 利 の 価 額 と の 差 額 と す る。

（換 地 を 定 め な い 宅 地 等 の 清 算 金）

第 ２ ４ 条 法 第 ９ ０ 条、 第 ９ １ 条 第 ３ 項、 第 ９ ２ 条 第 ３ 項 又 は 第 ９ ５ 条

第 ６ 項 の 規 定 に よ り 換 地 又 は 所 有 権 以 外 の 権 利 の 目 的 と な る べ き 宅 地



の 全 部 若 しく は 一 部 を 定 め な い で 金 銭 で 清 算 す る 場 合 に お け る 清 算 金

は、 従 前 の 宅 地 の 価 額 又 は 従 前 の 宅 地 の 所 有 権 及 び 所 有 権 以 外 の 権 利

の 価 額 に 前 条 の 比 を 乗 じ て 得 た 価 額 と す る。

（清 算 金 の 徴 収 又 は 交 付 の 通 知）

第 ２ ５ 条 施 行 者 は、 前 ２ 条 の 清 算 金 を 徴 収 し、 又 は 交 付 す る 場 合 に お

い て は、 そ の 期 限 及 び 場 所 を 定 め、 少 な く と も そ の 期 隈 の ３ ０ 日 前 に、

こ れ を 納 付 す べ き 者 又 は 交 付 を 受 け る べ き 者 に 通 知 す る も の と す る。

（清 算 金 の 分 割 徴 収 又 は 分 割 交 付）

第 ２ ６ 条 施 行 者 は、 そ の 徴 収 す ぺ き 清 算 金 又 は 交 付 す べ き 清 算 金 の 総

額 が ５ 万 円 以 上 で あ る 場 合 は、 そ れ ぞ れ 別 表 第 １ 又 は 別 表 第 ２ に 定 め

る と こ ろ に よ り 分 割 徴 収 し、 又 は 分 割 交 付 す る こ と が で き る。 こ の 場

合 に お い て、 分 割 徴 収 し、 又 は 分 割 交 付 す る 期 限 は、
第 １ 回 の 徴 収 し、

又 は 交 付 す べ き 期 同 の 翌 同 か ら 起 算 す る も の と す る。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 清 算 金 を 分 割 徴 収 し、 又 は 分 割 交 付 す る 場 合 に お

い て、 当 該 清 算 金 に 付 す べ き 利 子 は 年 ６ パ ー セ ン ト と し、 第 １ 回 の 分

割 徴 収 し、 又 は 分 割 交 付 す べ き 期 同 の 翌 目 か ら 付 す る も の と す る。

３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 清 算 金 を 分 割 徴 収 し、 又 は 分 割 交 付 す る 場 合 に

お い て、 第 ２ 回 以 降 の 毎 回 の 納 付 期 限 又 は 交 付 期 限 は、 前 回 の 納 付 期

限 又 は 交 付 期 限 の 目 か ら 起 算 し て そ れ ぞ れ ６ 月 目 又 は １ 年 目 を 経 過 し

た 目 と す る。

４ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 清 算 金 を 分 割 徴 収 し、 又 は 分 割 交 付 す る 場 合 に

お け る 第 １ 回 の 納 付 額 又 は 交 付 額 は、 清 算 金 の 総 額 か ら 第 ２ 回 以 後 の



納 付 額 又 は 交 付 額 の 総 額 （利 子 を 除 く。 ） を 控 除 し て 得 た 額 と し、 第

２ 回 以 後 の 納 付 額 又 は 交 付 額 は、 清 算 金 の 総 額 を 分 割 回 数 で 除 し て 得

た 額 か ら １ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 を 控 除 し て 得 た 額 に そ の 回 の 利 子 を 加 え

て 得 た 金 額 と す る。 こ の 場 合 に お い て、 利 子 は 毎 回 均 等 と す る。

５ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 清 算 金 を 分 割 徴 収 し、 又 は 分 割 交 付 す る 場 合 に

お い て は、 施 行 者 は 毎 回 の 徴 収 又 は 交 付 金 額 及 ぴ 毎 回 の一納 付 期 限 又 は

交 付 期 限 を 定 め て 清 算 金 を 納 付 す る 者 又 は 交 付 を 受 け る 者 に 通 知 す る。

６ 清 算 金 を 分 割 納 付 す る 者 は、 未 納 の 清 算 金 の 全 部 又 は 一 部 を 繰 り 上

げ て 納 付 す る こ と が で き る。

７ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 清 算 金 を 分 割 交 付 し て い る 場 合 に お い て、 施 行

者 が 必 要 と 認 め た と き は、 交 付 期 限 前 に お い て も 清 算 金 の 全 部 又 は 一

部 を 交 付 す る こ と が で き る。

８ 施 行 者 は、 清 算 金 を 分 割 納 付 す る 者 が 分 割 納 付 に 係 る 納 付 金 を 滞 納

し た と き は、 未 納 の 清 算 金 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 納 付 期 限 を 繰 り 上

げ て 徴 収 す る こ と が で き る。

９ 清 算 金 を 分 割 し て 納 付 す べ き 者 又 は 交 付 を 受 け る べ き 者 は、 そ の 氏

名 又 は 住 所 （法 人 に あ っ て は、 そ の 名 称 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地）

を 変 更 し た と き は、 直 ち に そ の 旨 を 施 行 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い。

（督 促 手 数 料 及 ぴ 延 滞 金）

第 ２ ７ 条 第 ２ ５ 条 又 は 前 条 の 規 定 に よ り 徴 収 す る 清 算 金 を 滞 納 し た 者

に 督 促 状 を 発 し た 場 合 に は、 督 促 １ 回 毎 に ４ １ 円 の 督 促 手 数 料 及 び そ

の 滞 納 の 日 数 に 応 じ て 当 該 督 促 に 係 わ る 清 算 金 の 額 （１ ０ ０ 円 未 満 の



徴 収 が あ る と き は こ れ を 切 り 捨 て る。 ） に 年 １ ０． ７ ５ パ ー セ ン ト の

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 を 延 滞 金 と し て 徴 収 す る も の と す る。

２ 前 項 の 延 滞 金 の 額 が １ ０ 円 未 満 で あ る 場 合 に は、 こ れ を 徴 収 し な い

も の と す る。

（仮 清 算 へ の 準 用）

第 ２ ８ 条 第 ２ ３ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は、 法 第 １ ０ ２ 条 の 規 定 に よ り

仮 清 算 金 を 徴 収 し、 又 は 交 付 す る も の と 施 行 者 が 定 め た 場 合 に 準 用 す

る
。

第 ８ 章 雑 則

（所 有 権 以 外 の 権 利 申 告 又 は 届 出 の 受 理 の 停 止）

第 ２ ９ 条 法 第 ８ ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 換 地 計 画 の 縦 覧 開 始 の 公 告 の

目 か ら 法 第 １ ０ ３ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 換 地 処 分 の 公 告 の 目 ま で の 間

は、 法 第 ８ ５ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り、 同 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 又

は 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 受 理 し な い。

２ 令 第 １ ９ 条 の 規 定 に よ る 委 貝 の 選 挙 期 日 の 公 告 の 日 か ら

起 算 し て

２ ０ 目 を 経 過 し た 同 か ら 令 第 ２ ２ 条 第 １ 項 の 公 告 が あ る 日 ま で の 間 は、

法 第 ８ ５ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 借 地 権 に つ い て 同 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

る 申 告 又 は 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 受 理 し な い。

（換 地 処 分 の 時 期 の 特 例）

第 ３ ０ 条 施 行 者 は、 公 共 施 設 に 関 す る 工 事 が 完 了 し て い な い 場 合 に お

い て も、
必 要 が あ る と 認 め る と き は、 法 第 １ ０ ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ



り 換 地 処 分 を 行 う こ と が で き る。

（委 任）

第 ３ １ 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か、 事 業 の 施 行 に っ い て 必 要 な 事

項 は、 市 長 が 定 め る。

附 則

‘
こ の 条 例 は、 富 士 見 都 市 計 画 事 業 鶴 瀬 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 の 事 業

計 画 決 定 の 公 告 の 日 か ら 施 行 す る。

附 則 （平 成 １ ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日 条 例 第 １ ７ 号）

こ の 条 例
、

平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る。



別 表 第 １ （第 ２ ６ 条 関 係）

徴 収 す べ き 清 算 金 の 総 額 分 割 徴 収 す る 期 限 分 割 の 回 数

５ 万 円 以 上 １ ０ 万 円 未 満 ６ 月 ２

１ ０ 万 円 以 上 ２ ０ 万 円 未 満 １ 年 ３

２ ０ 万 円 以 上 ３ ０ 万 円 未 満 １ 年 ６ 月 ４

３ ０ 万 円 以 上 ４ ０ 万 円 未 満

４ ０ 万 円 以 上 ５ ０ 万 円 未 満

２ 年

２ 年 ６ 月

５

６

５ ０ 万 円 以 上 ６ ０ 万 円 未 満 ３ 年 ７

６ ０ 万 円 以 上 ７ ０ 万 円 未 満 ３ 年 ６ 月 ８

７ ０ 万 円 以 上 ８ ０ 万 円 未 満 ４ 年 ９

８ ０ 万 円 以 上 ９ ０ 万 円 未 満 ４ 年 ６ 月 １ ０

９ ０ 万 円 以 上 ５ 年 １ １

別 表 第 ２ （第 ２ ６ 条 関 係）

交 付 す べ き 清 算 金 の 総 額 分 割 交 付 す る 期 限 分 割 の 回 数

５ 万 円 以 上 １ ０ 万 円 未 満 １ 年 ２

１ ０ 万 円 以 上 ２ ０ 万 円 未 満 ２ 年 ３



富士 見市 土地区画整理審 議会会議規 則

平 成 １ ５ 年 ５月 １ ２ 日

規 則 第 １ ８ 号

（趣旨）

第 １ 条 こ の 規 則 は、
土 地 区 画 整 理 法 （昭 和 ２ ９ 年 法 律 第 １ １ ９ 号。 以 下 『法」 と

いう。） 第５ ６条第１項 の規 定に基 づき設置 された土地 区画整理審議会 （以下 「審

議 会」 と い う。 ） の 会 議 の 運 営 に 関 し、 必 要 な 事 項 を 定 め る も のと す る。

（所掌事務）

第 ２条 審議 会は、法第 ５６条第 ３項に 規定さ れる事項につ いて 審議する。

（審議会の招集）

第 ３ 条 審 議 会 の 招 集 は、 文 書 を も っ て 通 知 す る。

（会長及び副会長）

第 ４ 条 審 議 会 に
、

会 長 の ほ か 副 会 長 １ 人 を 置く。

２ 会 長 は、審 議 会 を代 表 し、 議 事 そ の 他の 会 務 を 総 理 す る。

３ 副 会 長 は、会 長 に 事 故 が あ る と き は、 そ の 職 務 を 代 理 す る。

４ 会 長 は、委 員 の う ち か ら 委 員 が 選 挙 し、 副 会 長 は 委 員 が 互 選 す る。

５ 会 長 及 ぴ 副 会 長 の 任期 は、
委 員 の 任 期 と す る。

６ 会 長 は、審 議 会 の 会 議 の 議 長 と な る。

７ 会 長 は、
委 員 と し て 審 議 会 の 議 決 に加 わ る こ と が で き な い。

（委員の参集）

第５ 条 委員 は、 召 集の同時の 指定の議 場に参集 しな ければ ならない。

２ 委員 は、事故 のため出席でき ない ときは、 開会の時刻ま で にその旨を会長 に届 け

出な ければな らない。

（会議の公開）

第 ６ 条 審 議 会 の 会 議 は、
公 開 と す る。 た だ し、 委 員 の 過 半 数 の 同 意 に よ り、 会 議

を 公 開 しな い こ と が で き る。

（退席）

第 。条 委 員が、 会議 中に退 席 しよう とす乞と きは、 そ の 旨を 告 げて議長 の 承認 を

受 け な け れ ば な ら な い
。

（発言）

第 ８ 条 発 言 し よ う と す る 委 員 は、 議 長 の 許 可 を受 け な け れ ば な ら な い。

２ 発 言 は、議 題 外 に わ た る こ と は で き な い。 た だ し、 動 議 は、 こ の 限り で な い。



（議 案の説明）

第 。 条 議長 は、必 要 が あると 認 める ときは・ 市長又 は 関係 職員 に議案 の説 明及 び

意 見 又 は 報 告 を 求 め る こ と が で き る。

（採択 の宣言）

第 １ ０ 条 議 長 は、 採 択 し よ う と す る と き は、 そ の 旨 を 宣言 す る．

（採択）

第 １ １ 条 議 案 の 採 択 は、
原 則 と して 挙 手 に よ り 決 す る。

。 議 案 の 採 決 は、
出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し、 可 否 同 数 の 場 合 に お い て は・

議 長 の

決 す る と こ ろ に よ る。

（議事録の作成）

第 。 。 条 議長 は、 書記 を して、 次 の事 項を 記載 した議 事録 を作 成さ せ なけ れ ばな

ら な し・
。

（１） 出席 した 委貝 の氏名

（２） 議事 に参 与 した 市職員 の氏名

（３） 開 会、
休 憩、 議 事 の 中 止、 閉 会 の 年月 目 及 び 時 刻

（４） 議 事の概要

（５） 前 各号に 掲 げる も のの ほか、 議長 にお いて必 要と 認める 事項

（署名）

第 。 。 条 議 事 録 に 署 名 す る 委 員 は、 会 長 の ほ か ・ 人 と し・
会 議 の 始 め に・

議 長 が

会 議に諮っ て指名 する。

（幹事）

第１ ４ 条 審議 会に幹 事若 千名 を置く。

２ 幹 事は、 市職貝 のう ち から市長が 任命す る。

３ 幹 事 は、
会 長 の 命 を 受 け、

会 務 を 処 理 す る。

（委任）

第。 。条 この 規則 に 定め る ものの ほか、 必 要な 事 項 は・ 会長 が 審議 会 の会 議 に諮

っ て 定 め る。

附 則

１ こ の 規 則 は、 平 成 １ ５ 年 ５月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る。



資 料５－３

２＿ ２ 換地設計の方針 （平成 ６年 ６月 ３０日第 ７回 鶴瀬駅西口土地 区画整 理審 議会報告事項）

本 地 区 の 換 地設 計 の 方針 は、 次 の とお り で あ る。

① 換 地 を 定 め る に あ た り、
従 前 の 宅 地 の 位 置

、
地 積 、

利 用 状 況・
環 境 等 総 合 的 に 勘 案 し

・
基

本 的 に周 辺 の 街 区又 は 駅 等 の 距離 や 環 境 が 照応 する 街 区に 換地 す 引

② 特 別 の宅 地 で あ る、 墓 地、 鉄 塔敷、 派 出 所 につ いて は原 位 置換 地 と す 私

③ 計 画 線 に従 い、 建 物 移 転 を せ ずに 済 む （改 造を 含 む） 宅 地 は・ 原位 置 換 地 とす 乱

④ 公 社 所有 地 （３筆 約 １， ５ ０ ０ ㎡） に つ い ては、 公 共施 設用 地 に 換 地 す る ほ か将 来 の 公 的

利 用 を考 慮 し、 墓地周 辺 に 換 地する。

⑤ 一 部 地 区外 に 計 画さ れ て い る 歩 行者 専 用 道 路用 地 を 確保 する に あ たり・ 現在 マ ン シ ョ ン 側

（駅 ビル・ サ ンライ トマ ン ショ ン） と マ ン ショ ン駐 車場 との 交 換 につ い て交 渉 中 で あ る た

め、 １ 街区 及 ぴ１ ２ 街 区 の 一 部 は、 市 の 換地 若 しく は保留 地 と す ㌫

⑥ 従 前 高圧 線 下 の 宅地 は 基 本 的 に線 下に 換 地す る。

⑦ 線 路 沿 いの 宅 地 にっ い て は 基 本 的 に線 路 沿い に 換 地 する。

⑧ 生 産 緑 地指 定 の 土地 に つ い て は、 従 前 位 置が 分 散 している た め・ 集 合 農 地地 区 と
’
し て は 換

地 しな い。 原 則 的に 生 産 緑 地が 継饒 でき るよ ラ 換 地 する。 但 し、 商 桑 地 域 に は 換 地 し な い。

⑨ ２ ０ Ｍ 道 路沿 い の街 区 は、 住 宅 地と して の壌 境 で なく、 高 減 歩 ・高 額 な 清 算 金 と な るこ と

か ら、 一般 宅 地 は現 在 の 位 置 が２０ Ｍ 沿 い であ っ て も住宅 街 区 へ換 地 する。 同 路線 沿い は

街並み景優や土地利用の痩点 から適正 な間口と奥行きを備えた正背換 地とする。 （無電柱

化の計画）

⑩ 従 前、．
駅 前広 場 に面 す る 宅 地、 １１ Ｍ 道 路沿 い の 宅 地、 県 道 沿 い の宅 地、 市 道 ２４ 号線 沿

一

いの宅地は換地後の接道条件 を考慮し、 位置的な移動はあっても基本的 に同路線に接道 す

る よ う に 換地 す る。

⑩一般住宅は整理前の居住環境 に照応す る住宅街区に換地し、 従前一団で ある住宅地は極カ

ー 団 での 換 地を 方 針と す る が、 従 前 の 条 件 （南 面 ・ 東面・ 角 地 等） 考 慮 する た め、 分 散 し

た 位 置 に換 地さ れ るこ と が あ る。

⑫ 土地利用 雌 点 から 跳 な ど面積の大き な宅地は大きな街区に換地する・ （同一所有者の

換 地が分散するケース有り）

⑮ Ｒ Ｃ 建物 な ど堅固 な 耐久 建 築 物が 立 地 し て いる 宅 地 にっ いて は、 既 存 建 物 が 現状 の ま ま 機

能 で き るよ う敷 地の位 置 を 特 定 した。

⑭ 保 留 地 につ い て は、 事 業 計 画 書 にお け る 資 金 計 画と の 関係 か ら極 カ 独 立 して処 分 で き る よ．

う 計 画 ・ 配 置 す る。

⑮ 小 宅 地 の 取扱 い にっ い て は、 次 のと お り であ る。

． 従 前 の 宅 地地 積 の合 計 が、 １ ００ ㎡ 以 下の 場 合 にお いて は、 従 前の 宅 地 地 積 を換 地 地 積

と す る。

１ 従 前 の 宅 地地 積 の合 計 が、 １０ ０ ㎡を 超 え２ ５ ０ ㎡未満 の と き は、 減 歩 を緩 和 す る。

一 ４ ５ 一



匿
あらか じめ定められている軽微な修正又は変更について

仮換地の指定を施行者限りで処理できる内容

富士 見都 市 計画事 業 鶴瀬 駅西口士 地 区画整 理事業 の仮換 地の 指定 を軽 微な変 更

と して施行 者限 りで処 理できる内容 は、 次 に掲 げる 事項の範囲 とする。

① 従前の 宅地の 地番、 地目 又は地積 の変更に よるもので、 仮換地 の実質を変 更

しな い も の。

② 所有権 又 は借地 権等 の移 転によ るもの で、 仮 換地の 実質 を変 更 しな い もの。

③ 従前の 宅地 の合併 によるもので、 仮換 地の実質 を変更 しな いもの。

④ 仮換 地指 定調書、 通知書 及び添 付図 の明ら かな記載 の誤り を 訂正す る もの。

⑤ 新たな 借地 権等の 登記又は申告 によ るもので、 その借地権 等の存 する宅地 又

はそ の部分 が一筆 の全部又 は地 主自用 地の全部で あり、 仮換地に ついて借地

権 等の 目 的と な る ぺき 宅地 又は そ の部 分 が換地 の 全部 又は 地主 自用 地 の全

部 と な る と き。

⑤ 借地 権等 の消滅に よるもので、 借地権 等の目的 となるべ き宅地の 仮換地を定

め る必要 がなくな ったとき。

⑦ 従前 の宅 地の分割 によるも ので、 分 割された士 地の区域 が先に登 記又は申 告

の あった 借地権等 の存す る宅 地の部 分と合致 し、 仮換地 の分割 が借地権等 の

目 的とな るべき宅 地の部分 と合致す るとき。

⑧ 仮換地の指定後において関係権利者から提出された仮換地交換願又は仮換

地 変更願 等によ る換地の 変更で、 当該 願出ど おりのもので あり、 か つ、 その

変更 の範 囲 が極 め て小 範 囲であ っ て他 の 換地 に影 響 を及 ぽさ ない も ので あ

る と き。

※ 換地 設計の方針 に影響 するため、 審議会へ の諮問事 項とす る。

◎ 転借権 が存す る場合は、 各項に定 めた借地 権等の取 扱いに準 ずること とする。

平成 ７年３月１ ５目 （第１ ２回 士地区画 整理審議 会において 決定）



駆
（保 留 地）

第 ９６条 第３条 第１項か ら第 ３項 までの 規定により施行す る土地 区画整理事業の換 地計

画 に お い て は、 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 の 費 用 に 充 て る た め、 又 は 規 準、 規 約 若 しく は

定款 で 定 め る 目 的 の た め、 一 定 の 土 地 を 換 地 と し て 定 め な い で、 そ の 土 地 を 保 留 地 と し

て 定 め る こ と が でき る。

２ 第３条 第４項若 しく は第５ 項、 第 ３条の２又 は第３条の ３の規 定により施 行する 土地

区画整理 事業の換 地計画にお いて は、 その 土地 区画整理事業 の施行 後の宅地の価額 の総

額 （第９ ３条第１項、 第２項、 第４ 項又は第５項 の規定により 建築物 の一部及 ぴそ の建

築物 の存す る土地の共 有持分 を与え るように定める場 合にお いては、 当該建築 物の価 額

を含 むも のと する。 以 下同 じ。） がそ の土地 区画整理 事業の施 行前 の宅地の価 額の総 額

を超 える場合 において は、 土地 区画整 理事業の施行の 費用 に充 てるた め、 その 差額に相

当す る金額 を超えない価額 の一 定の土 地を換地と して 定めない で、 そ の土地を保 留地と

して 定 め る こ と が で き る。

３ 第 ３ 条 第 ４ 項 若 しく は 第 ５ 項、 第 ３ 条 の ２ 又 は 第 ３ 条 の ３ の 規 定 によ る 施 行 者 は、 前

項の規 定によ り保留地を 定めよう とする 場合においては、 土地 区画整理審議会の 同意 を

得な けれ ばな らない。蝿
地方 公 共団体、 行 政庁又 は地方 公 杜が 施行する 土地 区画整 理事 業の 換地計 画

にお いて は、 施行後の 宅地 価額総 額が、 施 行前の 宅地価 額総 額を超 える 場合 に

は、 そ の差 額の範 囲内 の価 額の 土地 を、 事業費に 充てる ため保留 地と して定め

る こ と が で き る。

（保留地等の処分）

第１ ０８条 第３条第４ 項若 しく は第 ５項、 第３条の ２又は第３ 条の３ の規定 による施行

者 は、 第１ ０４第１１項 の規 定により 取得 した保留地 を、 当該 保留地 を定めた 目的のた

めに、 当該 保留地を 定めた目的 に適合 し、 かつ、 施行規 程で定 める方 法に従っ て処分 し

な ければな らない。 この 場合に おいて、 施行者が国土 交通 大臣 であるときは国 の、 都道

府県 である ときは都道府県 の、 市町村 であるときは市 町村の、 それ ぞれの財産 の処分に

関 す る 法 令 の 規 定 は、 適 用 しな い。

２ 第 ３条第 ４項又は第５ 項の規 定による 施行者は、 第１０ ４条 第７項前段の規 定により

建築物 の１ 部及ぴその建築 物の存 する 土地の共有持分 を取得さ せる場合について は、 施

行者が 国土 交通大臣である とき は国の、 都 道府県であるとき は都 道府県の、 市 町村であ

るとき は市 町村の、 それ ぞれの財 産の処 分に関する法令 の規定 は、 適用 しない。

１ （地方公共団体又は行政庁施行の保留地の処分方法）

地 方公共 団体、 行政庁又 は 地方公 杜施行の施 行者 は、 換地 処分により 取得 し

た 保 留 地 （法１０４－９） を、 そ の 保 留 地 を 定 め た 目 的 の た め に、 そ の 日 的 に 適 合

し、 か っ、 施 行 規 程 で 定 め る 方 法 に 従 っ て処 分 し な け れ ば な らな い。 こ の 場 合

に、国、都 道 府 県、又 は 市 町 村 の そ れ ぞ れ の 財 産 の 処 分 に 関 す る 法 令 の 規 定 は、

適 用 しな い。



艶
富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業保留地処分に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、 富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業施行規程 （平成４

年条例第２０号） 第３章に規定する保留地の処分方法に関し、 必要な事項を定めるもの

と す る。

（処分方法）

第 ２条 富 士見 市 （以下 「施 行者」 と い う。 ） は、 保 留地 を 処分 しよ うと す るとき は、 抽

選 に よ り処 分 する もの とす る。

２ 施 行 者 は、 前項 の規 定に か かわ らず、 特 に必 要が ある と 認め たと き は
、

一般 競 争入札

、 指名 競 争入 札又 は 随意契 約 によ るこ と が でき る。

（処分価格）

第３条 保留地の処分価格は、 事業費の総額、 近傍土地の鑑定評価額及び公示価格並ぴに

公益性等を総合的に勘案し、 評価員の意見を聴いて定めた価格とする。 ただ し、 経済的

変動その他の理由により必要がある場合は、 処分価格を変更することができるものとす

る
。

（抽選による公売の公告）

第 ４ 条 施 行 者 は、 抽 選 により 保留 地 を処 分 する と き は、
抽 選 の日 の ２０ 目前 ま でに 次の

各号に掲げる事項を公告するものとする。

（１）抽選参加中込みの受付期間及び場所

（２）抽選の日時及び場所

（３）保留地の位置、 地積及び処分価格

（４）抽選参加資格

（５）その他必要な事項

（抽選参加の資格）

第５条 施行者は、 必要があると認めたときは、 抽選参加者に対 して資格要件を付するこ

と が で き る。

２ 前項の規定により参加資格を定めた場合は、 抽選参加者に参加資格を証する書類を提

出 さ せる こ と ができ る。

（抽選参加の申込み）

第６条 抽選に参加 しようとする者は、 抽選参加申込書 （様式第１号） を施行者に提出 し

なけ れ ばな ら ない。

（申込区画の制 限）

第 ７条 抽 選 の 申込 みは、 １ 世 帯 （法人 に あっ て は１ 法 人） １ 区画 とす る。

（抽選の方法）

第８条 抽選は、 第４条の規定により公告した抽選の目時及び場所において、 公開で行う

もの と する。



（抽選会場の秩序維持）

第９条 抽選会場内の者 は、 抽選会場内においては担当係員 の指示に従わなければならな

い。

２ 抽選に参加 しようとする者の参加 を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者は、 抽

選 に参 加 する こ と はでき な い。

３ 施行者は、 抽選会場内の者が抽選執行の秩序を乱すおそれがあると認めたとき は、 そ

の者を抽選会場外に撤去させることができる。

（抽選の中止等）

第１０条 施行者は、 災害その他特別の理由により抽選を執行することが困難であると認

め た とき は、
抽 選 を中 止 し、 又 は延期 す る こと が でき る。

（当選者の決定）

第１ １ 条 施 行者 は、 第 ８ 条の 規 定に より 行 った 抽 選を もっ て 当 選者 を 決定 し、 契 約の相

手方 と する。

（補欠者の決定及び繰上当選）

第１２条 施行者 は、 前条の規定により当選者を決定するときは、 同時に優先順位を定め

た４人以内の補欠者を決定するものとする。

２ 施行者は、 次の各号の一に該当するときは、 前項の補欠者をその優先順位により繰り

上 げて 当 選者 と し、
契約 の相 手 方と す る こと がで きる。

（１）当選者が契約締結の意思がないことを表明したとき。

（２）第 １ ７条 の 規定 に よる 売却 決 定の 取消 しが あっ たと き。

（３）第 ２ １条 の規 定 に よる 土地 売買 契 約 の解 除が あっ た とき。

（追加抽選）

第 １３ 条 施 行 者 は、 第８ 条 の抽 選 にお いて、 抽選 参加 の 申 込み の な い 区画が あっ た 場 合

は、 当該抽選にはずれた者から再度申込みを受けて抽選を行うことができる。 この抽選

の場 合 に おい て は、 第 ６条 か ら前条 ま で の規 定 を準用 する。

（随意契約）

第１４条 施行者は、 次の各号の一に該当するときは、 第２条に規定する随意契約により

処分 す る こと が でき る。

（１）国又は地方公共団体の公共事業の代替用地等と して処分するとき。

（２）市街地の形成及び地域の活性化 を促進させるため、 住宅供給等を目的とする公杜公

団 等 へ 処分 す ると き。

（３）保留地の位置及び区画形質の状況等により抽選処分に適さないと認められるとき。

（４）前 条 の抽 選 を行 っ た にも か かわ らず。 契 約 の相 手 方を 定 める こ とが でき ない とき。

（５）その他事業施行上必要があると認めたとき。

２ 前項の規定により保留地を処分 しようとするときは、 あらか じめ希望者から保留地買

受申込書 （様式第２号） を提出させ、 適格であると認められた者を契約の相手方とする

こ とが で きる。
た だ し、 国又 は地 方公 共 団 体若 しく は 公杜 公 団等 と 随意 契約 を しよう と



す る とき は、 こ の 限り でな い。

（売却の決定通知）

第１ ５ 条 施 行者 は、 第 １１ 条 か ら前 条ま での 規 定に より 契約 の相 手 方 を決 定 した とき は、

その者に対 して保留地売却決定通知書 （様式第３号） により通知するものとする。

（契約保証金）

第１６条 買受人は、 土地売買契約の締結時までに売買代金の１００分の１０以上の額を

契約 保 証金 と して 施 行者 に納 付 し、 契約 を 締結 しな け れ ばな らな い。 た だ し、 国又 は地

方公 共 団 体等 が買 受 人と なっ た 場合 は、 こ の 限り でな い。

（売却決定の取消 し）

第１７条 施行者は、 買受人が次の各号の一に該当するとき は、 その売却決定を取消すこ

と が で き る。

（１）買 受 人が そ の権 利 を放 棄 したと き。

（２）指定期間内に契約を締結しないとき。

（３）不正な行為その他売却決定を取消すに相当と認められる行為を したとき。

２ 前項の規定により施行者が売却決定の取消 しをしたときは、 その者に対 して、 保留地

売却決定取消通知書 （様式第４号） により通知するものとする。

（契約の締結）

第１８条 買受人は、 施行者があらかじめ定めた期間内に土地売買契約書 （様式第５号）

により売買契約を締結 しなければならない。

２ 施行者 は、 国又は地方公共団体若しく は公杜公団等と随意契約 しようとするときは、

前項 の 規 定に よ らな いこ とが でき る。

（売買代金の納付）

第１ ９ 条 買 受 人 は、
施 行 者が 指 定 した日 ま で に売買 代 金 を完 納 しな けれ ばな ら ない。 こ

の 場 合 にお い て、 第 １６ 条第 １ 項の 規定 に よる 契約 保 証金 は、 売 買代 金 の一 部 に充 当す

る も の とす る。

（保留地の引渡し及び使用）

第２０条 施行者は、 売買代金を受領 したとき は、 速やかに当該保留地を引渡さなければ

な ら な い。

２ 買 受 人 は、 前項 の 引渡 しを受 けた 目 から 当該 保 留地 を 使用 す るこ とが でき る。

（契約の解 除及び契約保証金の帰属）

第２１条 施行者は、 買受人が契約条項に違反したとき、 又は契約解除の申出があったと

き は、
土 地売 買 契約 を解 除 する こと が でき る。

２ 前項の規定により土地売買契約を解除したときは、 土地売買契約解除通知書 （様式第

６ 号） に より 買受 人 に 通知 する もの と する。

３ 第１項の規定により土地売買契約を解除 したときの契約保証金は、 施行者に帰属する。

た だ し、
施行 者 が 特別 な理 由が ある と認 め た とき は、 こ の 限り でな い。



（所有権移転の時期及び登記）

第。。条 保留地の処分により所有権移転の時期 は・ 次の各号１こ掲げるところによるもの

と す る。

（。）土地区画整理法 （昭和・・ 職 律第… 承 以下 「法」 とい 州 第１
０３条

警

。項に規定する換地処分の公告の日 （以下 ｒ換地処分の公告の目」 といつ 一 以則

において土地売買契約を締結 し、 売買代金を完納 した場合は、 換地処分の公告の目

の翌目 （売買代金を完納していない者については、 完納 した目の翌目）

（。）換地処分の公告の目の翌目以降にお１・て土地売買契約を締結した場合は・ 売買代金

を完納した目の翌目

。 所有権 移転の登記は、 法第… 条第・項の規定による換地処分に伴う登記を完了 し・

売買代金を完納した後に施行者が行うものとする。

３ 前項の規定する登記に関する諸費用は、 買受人の負担とする。

（権利譲渡の制限）

第。。条 買受人は、 前条第・項の規定による登記が完了するまでの間は・ 当該
士

地売買

契約により取得した保留地に係る権利 （次 剰こおいて ｒ権利」 という 一 を第二者εこ譲

渡す る こ とが でき な い。 た だ し、 施 行 者が 特 別 な 理由 が ある と認 め たと き一ま・ こ の 限り

で な し・
。

。 前項た だし書の規定のより買受人が権利を譲渡しようとするとき は・ 保留地権利譲渡

承認願 （様式第・号） を施行者に提出し、 その承認を受けなければならない ∴ の場合

において、 買受人は、 本規則及び土地売買契約書に基づく 義務を継承 し・ これを履行 し

なけ れ ばな ら ない。

。 法第。。条第・項の規定による換地計画の縦覧の目以後は・ 前項に規定する保留地権

利譲渡承認願 は受理しない。

（住所等変更の届出）

第。。条 買受人 （買受人が死亡したときはその相続人） カミ・ 第・・条第 ２項の規定によ

る登記が完了するまでの間に、 氏名 （法人にあっては名称） 又は住所 （法人にあっては

主たる事務所の所在） を変更したとき、 又は死亡 （法人にあっては 徽 又は合併） した

とき は、 速やかに買受人住所等変更届 （様式第・号） を施行者に届け出なければならな

い
。

（委任）

第。。条 この規則 に定めるもののほか、 必要な事項は・ 市長が別に定 狐

附 則

この 規則 は、
公布 の 目 か ら施 行す る。
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保 留 地 一 覧 表

資 料６－４

保留地番号 街 区 画地 面積（㎡） 売却 年月 日

１ １ ３ ２９２．２１

２ ４ ３ １０１．１３

３ ６ １ ６６．７
１

４ １１ ７ １６１．０３

５ １２ ５ １６７．２６

６ １３ １ １７４．２２

７ １４ １４ ５７２．５４

８ ２７ ７ ２０．００ 平 成１０年８月２６目

９ ３０ ９ １０５．１６

１０ ３４ １ ４０１．７９

１１ ４４ ７ ３７７．
１５ 平 成１６年４月２０日

１２ ４５ １２ １２４．５５

１２ ４５ １３ ２９．４４

１３ ４７ ５ １０３．１９

１４ ５６ ４ ５２１．８５

１５ ６０ ４ １７５．７１

１６ ６２ ７ １４７．６４

１７ ６７ ４ ４５８．４２

画地数 総面積
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